
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

戦
傷
病
者
手
帳 

障がい名 
障がいの程度 

特別項症 第１項症 第２項症 

上肢､視覚の

障がい 
○ ○ ○ 

 

郵便等による不在者投票の対象となる方 

■郵便等による不在者投票は､身体障害者手帳か戦傷病者
手帳を持っている選挙人で､次のような障がいのある方(表
中○印の該当者)､または介護保険の被保険者証の要介護状
態区分が「要介護５」の方に認められています。 

身
体
障
害
者
手
帳 

障がい名 
障がいの程度 

１級 ２級 ３級 
両下肢､体幹､移動機能の 
障がい ○ ○  

心臓､じん臓､呼吸器､ 
ぼうこう､直腸､小腸の障がい ○ -- ○ 

免疫､肝臓の障がい ○ ○ ○ 

 
戦
傷
病
者
手
帳 

障がい名 
障がいの程度 

特別 
項症 

第１ 
項症 

第２ 
項症 

第３ 
項症 

両下肢､体幹の障がい ○ ○ ○  

心臓､じん臓､呼吸器､ 
ぼうこう､直腸､小腸､ 
肝臓の障がい 

○ ○ ○ ○ 

 介護保険の 

被保険者証 

要介護状態区分 

要介護 5 
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障がいがあり投票所に行けません。どうした

ら投票できますか？ 

身体障害者手帳などを持ち､一定の障がいが

ある人や、介護保険被保険者証の要介護状態 

区分が要介護 5 の人は､｢郵便等による不在者投票

制度｣により､郵便等を利用して自宅で投票できま

す｡事前にお住まいの市区町村の選挙管理委員会か

ら｢郵便等投票証明書｣の交付を受けることが必要

です｡ 
 

障がいのため字を書いたり外出したりでき

ません。投票はできますか？ 

｢郵便等による不在者投票｣制度を利用でき

る人のうち､手や視覚にも重度の障がいのあ 

る人は､本人にかわってあらかじめ届け出た人が記

載する｢代理記載｣制度が利用できます。事前にお住

まいの市区町村の選挙管理委員会から｢代理記載の

郵便投票証明書｣の交付を受ける必要があります。 

Ｑ 

Ａ 

Ｑ 
Ａ 

投票の制度 いろいろ 

■郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で
あって､自分で投票用紙に記載することができない者とし
て定められた次のような障がいのある方（表中○印の該当 

者）は､あらかじめ市
区町村の選挙管理委
員会に届け出た者(選
挙権を有する者に限
る)に投票に関する記
載をさせることがで
きます。 

上記の対象となる方のうち代理記載制度の
対象となる方 

不在者投票制度 
手続いろいろ 
① 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会 

における不在者投票 
② 指定病院等における不在者投票 
③ 郵便等による不在者投票＊ 
④ 国外における不在者投票 
⑤ 洋上投票 
⑥ 南極投票 

期日前投票制度 詳細は他パンフをご覧ください 

在外選挙制度 
在外選挙人名簿の登録の流れ 
① 出国時申請 ② 在外公館申請 

投票の方法 
① 在外公館投票  ② 郵便等投票 
③ 日本国内における投票 

投票いろいろ Ｑ＆Ａ 

＊このパンフレットで 
概要説明しています。 

投
票 
い
ろ
い
ろ
。 

郵
便
等
に
よ
る 

不

在

者

投

票 

郵便等投票証明書 

身
体
障
害
者
手
帳 

障がい名 
障がいの程度 

１級 

上肢､視覚 

の障がい 
○ 

 


